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■利用者登録から物件交渉・契約までの流れ 
                          市のホームページや担当課窓口で、物件 

                         の概要情報を提供します。また、ホーム 

                         ページの閲覧ができない方や担当窓口へ 

                         行けない方には、ご相談いただければ資料 

                         を送付します。 

 

                          物件のより詳しい情報が知りたい方は、 

                         空き家バンク利用者登録申請書に必要書 

                         類を添えて市企画課に提出してください。 

                          書類審査後、空き家バンクに利用者登録 

                         します（登録期間２年）。 

 

                          利用登録者へは公開されている情報よ 

                         り詳しい資料を郵送します。気に入った 

                         物件を見つけたら空き家バンク登録物件 

                         交渉申込書を提出してください。 

                          市より所有者などに連絡し、現地立会 

                         などの日程調整を行います。 

 

                          物件所有者（仲介物件の場合は、宅地建 

                         物取引業者）と空き家バンク利用者の間で 

                         交渉・契約を行っていただきます。 

                          なお、交渉・契約に市は関与しません。 

                         ※宅建業者に仲介を依頼した場合、法で定められた 

                          範囲内の仲介手数料が必要となります。 

 

 

 ■登録できる人 
  市内の空き家に定住または定期的に滞在して、柳川市への理解を深め、
地域住民として生活する意思がある人 

  ※「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団、暴力団員

又はそれらと密接な関係や社会的に非難される関係を有する人は登録できません。

  ※宅地建物取引業法第２条第３号に規定する宅地建物取引業者は登録できません。 


